
甲賀圏域地域医療構想調整会議について

資料１



医療機能の現状と今後
の方向を報告

都
道
府
県

「医療介護総合確保推進法」により、都道府県が「地域医療構想」を策定。
（平成２８年度末までに全都道府県で策定済み）
※ 「地域医療構想」は、二次医療圏単位での策定が原則。

「地域医療構想」は、２０２５年に向け、病床の機能分化・連携を進めるために、医療機能ごとに２０２５年の
医療需要と病床の必要量を推計し、定めるもの。

都道府県が「地域医療構想」の策定を開始するに当たり、厚生労働省で推計方法を含む「ガイドライン」を
作成。平成２７年３月に発出。

医療機能の報告等を活用し、「地域医療構想」を策定し、
更なる機能分化を推進

（「地域医療構想」の内容）
１．２０２５年の医療需要と病床の必要量
・高度急性期・急性期・回復期・慢性期の４機能ごとに医療需要と
必要病床数を推計
・在宅医療等の医療需要を推計
・都道府県内の構想区域（二次医療圏が基本）単位で推計

２．目指すべき医療提供体制を実現するための施策
例） 医療機能の分化・連携を進めるための施設設備、
在宅医療等の充実、 医療従事者の確保・養成等

地域医療構想について

（機能が
見えにくい）

医療機能
を自主的に
選択

医
療
機
関

（B病棟）
急性期機能

（D病棟）
慢性期機能

（C病棟）
回復期機能

（A病棟）
高度急性期機能

○ 機能分化・連携については、「地域医療構想調整会議」で
議論・調整。
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病床機能報告について



【構想の目的】

○地域の医療需要（患者数）の将来推計等をデータに基づき明らかにする

○構想区域ごとの各医療機能がどれだけ必要であるかについて検討する

○地域にふさわしいバランスのとれた医療機能の分化と連携を推進する

○住み慣れた地域で安心して暮らせる地域包括ケアシステムを構築する

【構想の位置付け】

○医療法第30条の４の規定に基づく医療計画
（「滋賀県保健医療計画」）の一部

○令和７年（2025年）に向けての取組を推進

○関連計画との整合を図り、一体的な事業を推進

【構想区域】

○ 滋賀県保健医療計画で定める二次保健医療圏と
同様に、７構想区域を設定

基本事項
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【構想区域】
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①病床機能
分化・連携の
推進

②地域包括
ケアシステムの

充実

③医療・介護従事者の確保・養成

（１）病床機能分化・連携

① 県民の命を守る高度・専門
医療の維持・発展
② 高齢化に対応した病床機能
の充実強化
③ 切れ目のない医療連携シス
テムの構築

（２）地域包括ｹｱｼｽﾃﾑの充実

① 在宅医療・介護ｻｰﾋﾞｽ提供
基盤の充実強化
② 在宅医療・介護連携の推進
③ 地域包括ｹｱｼｽﾃﾑを支える
予防・住まい・生活支援の充実

（３）医療・介護従事者の確保・養成

① 病床機能分化・連携推進の
ための医療従事者確保・養成
② 地域包括ｹｱｼｽﾃﾑ充実のため
の医療・介護従事者の確保・養成
③ 医療・介護従事者の連携推進

『病床機能＊地域包括ｹｱｼｽﾃﾑ』は両輪で！

地域医療構想で目指す姿

【基本目標】

誰もが状態に応じて適切な場所で必要なサービスを受けられる「滋賀の医療福祉」の実現
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○構想実現に向けては、平成28年度以降、毎年度、③の調整会議で協議・調整するとともに、
④の事業を進めることにより望ましい医療提供体制に近づけていく。

地域医療構想策定の策定後の実現に向けた取組
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地域医療構想調整会議について



項目 進捗状況

医療提供体制
に関する議論

「滋賀県地域医療構想」(平成28年4月策定)の推進に向け、必要な協議
や施策検討を行う場として、構想区域（二次医療圏域）ごとに「地域医療
構想調整会議」を設置、平成28年度より開催。（平成28年度１回、平成29
年度２回、平成30年度1回、R元年度１回の会議を開催）
当圏域では2025年・2040年を見据えた場合、「病床過剰」の状態には無
く、2025年予定病床数1,174床、病床必要量1,178床であり、圏域内の病
院において、概ね役割分担がなされている。圏域を越えて、相互に機能を
補完しながら地域の医療提供体制の検討を行っていく必要がある。

定量的な基準
による分析に
関する議論

甲賀圏域における病床機能報告と埼玉県方式分析の比較を提示し、

当圏域においては、全県に比して「病床機能報告」と「埼玉県方式分析結
果」の差は小さく（「現状の病床数・病床機能≒2025年病床数推計」）、各
医療機関の病床機能報告が概ね実態に即しているものと判断できると考
えている。
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甲賀圏域地域医療構想調整会議の進捗状況①
（平成28年度～令和元年度）

（R元.12.12開催）令和元年度第1回滋賀県地域医療構想調整推進会議資料より



項目 進捗状況

５疾病に関する議論 滋賀県保健医療計画の進捗状況として、5疾病の脳卒中・心筋
梗塞等の心血管疾患について、ブロック化の円滑な推進のため
に、救急医療体制の検討の場が持たれていくこと、「健康寿命
の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係
る対策に関する基本法」の施行に伴う国、都道府県の動きにつ
いて情報提供。

地域包括ケアシステム、
在宅医療に関する議論

地域医療構想調整会議の場では議論はしていない

その他 滋賀県医師確保計画、滋賀県外来医療計画についての情報提
供。「公立・公的医療機関の診療実績データ」の再検証の要請
に係る分析結果の共有。

今後の議論の予定 ・病床の機能分化・連携に向けた取組に関すること
・目指すべき医療提供体制を実現する施策に関すること
に関する情報共有・意見把握の場として、開催していく。
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甲賀圏域地域医療構想調整会議の進捗状況②
（平成28年度～令和元年度）

（R元.12.12開催）令和元年度第1回滋賀県地域医療構想調整推進会議資料より
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甲西リハビリ病院 100 100 100 0 0 100 0 100 0 0 100 0

甲南病院 199 100 99 199 0 100 0 99 199 0 100 0 99

生田病院 199 99 100 199 0 99 0 100 199 0 99 0 100

公立甲賀病院 409 409 409 8 291 98 12 409 8 291 98 12

紫香楽病院 180 180 180 0 0 0 180 180 0 0 0 180

信楽中央病院 40 40 40 0 0 40 0 32 0 0 32 0

濱田クリニック 9 9 9 0 9 0 0 9 0 9 0 0

野村産婦人科 19 19 19 0 19 0 0 19 0 19 0 0

ハートクリニックこころ 19 19 19 0 19 0 0 19 0 19 0 0

合計 1,192 893 299 1,106 1,174 8 537 238 391 1,166 8 537 230 391 1,178 78 311 448 341

1,127 828 299 1,127 8 490 238 391 1,119 8 490 230 391

水口病院 407 407

公立甲賀病院 4 4

総計 1,603 893 299 407 4

平成30年度病床機能報告【確定版】

合計（有床診を除く）

滋賀県保健医療計画（H30.3) 地域医療構想

開設許可病床
基
準
病
床

H30年（2017年）7月1日現在 平成37年（2025年）病床必要量2025年予定病床数

湖南市立石
部診療所の
18床（休棟）
計上
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甲賀圏域地域医療構想調整会議の進捗状況③
（平成28年度～令和元年度）
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《公立病院》

◇　公立甲賀病院 ： 甲賀保健医療圏の基幹病院（高度急性期・急性期・回復期・慢性期）

◇　信楽中央病院 ： 地域医療を担う一次医療機関、救急医療及びへき地医療を担う地域の中核病院（回復期）

《公的病院》

◇　紫香楽病院 ： 重症心身障害児者医療および神経難病医療の政策医療を担う病院（慢性期）

《民間病院》

◇　甲西リハビリ病院 ： （回復期）

◇　甲南病院 ： （急性期～慢性期）

◇　生田病院 ： （急性期～慢性期）

◇　水口病院 ： （精神病床）

甲賀圏域においては、概ね役割分担がなされている。（平成30年度会議にて）

甲賀圏域地域医療構想調整会議の進捗状況④
（平成28年度～令和元年度）


